
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは 
 

日本共産党杉並区議会議員 

 
 

 

酒井まさえです 

 

 

 

 杉並区議会第２回定例会で調査求める 

有機フッ素化合物 区内・杉並浄水所で検出 
 

 

 

 
 

 

 

２０２3 年７月９日 №１４9 連絡先 日本共産党杉並区議団控室 3312-2111 

     ０９０-９３２５-５６７６ sakaimasae.0507@gmail.com 

 

 

 

 

 

杉
並
区
議
会
第
２
回
定
例
会
で
は
党
区
議
団
は
「
杉

並
区
内
の
有
機
フ
ッ
素
化
合
物
（
Ｐ
Ｆ
Ａ
Ｓ
）
の
汚
染

問
題
」
を
質
問
し
ま
し
た
。 

 

杉
並
浄
水
所
で
検
出 

国
の
「
指
針
値
」
の
４
倍
超 

5
月
19
日
、
東
京
都
水
道
局
に
よ
る
「
有
機
フ
ッ

素
化
合
物
検
出
状
況
」
が
公
表
さ
れ
、
昨
年
4
月
調
査

で
善
福
寺
３
丁
目
に
設
置
さ
れ
て
い
る
杉
並
浄
水
所

（
現
在
運
用
停
止
中
）
の
取
水
井
戸
か
ら
有
機
フ
ッ
素

化
合
物
（
Ｐ
Ｆ
Ａ
Ｓ
）
が
検
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明

ら
か
と
な
り
ま
し
た
。 

検
出
さ
れ
た
値
は
１
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
２
１
０
ナ

ノ
グ
ラ
ム
で
、
環
境
省
が
設
定
し
て
い
る
「
指
針
値
」

の
１
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
５
０
ナ
ノ
グ
ラ
ム
に
比
べ
４

倍
以
上
の
高
濃
度
汚
染
と
な
っ
て
い
ま
す
（
右
下
表
）。 

 

 

 

 

 杉
並
区
独
自
の 地

下
水
検
査
を 

党
区
議
団
は
、
区
内
全
域
の
井
戸
水
・
湧
水
・
土
壌
等
の

調
査
を
行
な
い
汚
染
の
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
求
め
、
区
内

の
汚
染
実
態
が
、
現
在
問
題
と
な
っ
て
い
る
多
摩
地
域
と
同

じ
汚
染
源
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
。
そ
の
汚
染
源
と
み
ら
れ

る
米
軍
横
田
基
地
へ
の
立
ち
入
り
調
査
を
国
・
東
京
都
に
要

望
す
る
よ
う
求
め
ま
し
た
。 

区
は
、
指
針
値
を
超
え
る
汚
染
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
区

内
水
道
水
で
は
検
出
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
Ｐ
Ｆ
Ａ
Ｓ
に
つ

い
て
は
国
が
対
応
を
検
討
中
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
情
報
収
集

を
行
な
い
、
区
民
の
不
安
に
寄
り
添
え
る
よ
う
に
周
知
に
努

め
た
い
、
と
答
弁
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
次
ペ
ー
ジ
へ
つ
づ
く
） 

  

ＰＦＡＳとは？ 
有機フッ素化合物（ＰＦＡＳ）は、フッ素と炭素
からなる人工の化合物の総称で 4700種類以上が
存在。耐熱性、耐水性等に優れ、空港や軍事基地
での大規模火災の泡消火剤や、テフロン加工のフ
ライパン、撥水加工の衣服、化粧品など様々な製
品に利用されてきた。自然環境では分解されるま
でに相当の期間が必要で、生体内に取り込まれる
と、長く蓄積される。蓄積されたＰＦＡＳが様々
な健康被害を及ぼすことが指摘されており、３つ
の化合物は国際条約で製造、使用、輸入を禁止。 

 

 

 ■杉並浄水所１号取水井戸の検出結果 

検査年 
PFOS・PFOA 

の合計値 
備考 

2022 年 210 ng/L ※2016 年に大腸菌が
検出され運用停止中 

2012 年 153 ng/L 

※検査方法の検討等
の目的の為、参考値 

2011 年 118 ng/L 

2005 年 81 ng/L 

 

杉並浄水所・善福寺 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏を 

健
康
の
話 

暑
い
夏
を 

元
気
に
乗
り
切
り
ま
し
ょ
う 

 

人
は
、
夏
の
暑
さ
に
適
応
し
よ
う
と
し
て
、
身
体
の
調
節
機

能
が
働
き
ま
す
。
そ
れ
で
も
時
に
は
、
疲
れ
や
す
く
な
っ
た

り
、
食
欲
が
低
下
し
た
り
し
ま
す
。 

 

夏
を
元
気
に
乗
り
切
る
た
め
に
は
、
食
事
の
工
夫
が
大
事

で
す
。 

① 

ビ
タ
ミ
ン
・ミ
ネ
ラ
ル
・タ
ン
パ
ク
質
を
取
り
ま
し
ょ
う
。 

夏
は
、
汗
と
と
も
に
、
カ
リ
ウ
ム
な
ど
の
ミ
ネ
ラ
ル
も

排
出
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
体
の
調
子
を
整
え
る
ビ
タ
ミ

ン
や
ミ
ネ
ラ
ル
、
体
を
つ
く
る
タ
ン
パ
ク
質
も
３
度
の
食

事
に
入
れ
ま
し
ょ
う
。
野
菜
や
海
藻
、
肉
や
魚
、
卵
な
ど
も

意
識
的
に
取
り
ま
し
ょ
う
。
食
欲
が
低
下
し
、
麺
類
な
ど

が
中
心
に
な
っ
た
り
と
、
た
ん
ぱ
く
質
が
少
な
く
な
り
が

ち
で
す
。
注
意
し
ま
し
ょ
う
。 

② 

一
日
３
食
、
食
べ
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。 

一
日
に
必
要
な
カ
ロ
リ
ー
を
取
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。 

 

性
別
、
年
齢
や
運
動
量
に
よ
り
一
日
の
摂
取
カ
ロ
リ
ー
は

違
い
ま
す
。
男
性
の
１
８
歳
～
６
０
歳
ま
で
は
２
４
０
０

～
３
０
０
０
カ
ロ
リ
ー
。
７
５
歳
以
上
な
ら
２
０
０
０
カ

ロ
リ
ー
く
ら
い
が
い
い
で
す
。 

女
性
の
同
じ
年
齢
で
は
、
２
０
０
０
カ
ロ
リ
ー
く
ら
い
、 

７
５
歳
以
上
な
ら
１
６
５
０
カ
ロ
リ
ー
く
ら
い
が
い
い
で

し
ょ
う
。 

③ 

温
か
い
も
の
も
食
べ
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。 

冷
房
の
効
い
て
い
る
部
屋
で
、
冷
た
い
も
の
を
多
く
飲

ん
だ
り
、
食
べ
た
り
し
が
ち
で
す
。 

冷
た
い
も
の
を
多
く
と
る
と
、
胃
の
動
き
が
悪
く
な
り
、

食
欲
低
下
や
胃
も
た
れ
の
原
因
に
も
な
り
ま
す
。
温
か
い

飲
み
物
や
食
事
も
意
識
的
に
取
り
、
身
体
を
冷
や
さ
な
い

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。 

お
困
り
の
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら 

酒
井
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

 

 

 
 
 
 
 
 

（
前
ペ
ー
ジ
よ
り
） 

Ｐ
Ｆ
Ａ
Ｓ
の
健
康
被
害

に
つ
い
て 

ア
メ
リ
カ
で
は
、
２
０
１
２
年
に
テ
フ
ロ

ン
製
造
企
業
の
汚
染
に
よ
る
法
廷
闘
争
の

結
果
①
妊
娠
高
血
圧
症
並
び
に
妊
娠
高
血

圧
腎
症
、
②
精
巣
が
ん
、
③
腎
細
胞
が
ん
、

④
甲
状
腺
疾
患
、
⑤
潰
瘍
性
大
腸
炎
、
⑥
高

コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
の
６
つ
の
疾
患
に
つ
い

て
、
関
連
性
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。 

そ
の
他
に
も
妊
娠
中
の
胎
児
へ
の
影
響

と
し
て
免
疫
力
の
低
下
や
低
出
生
体
重
・
い

わ
ゆ
る
未
熟
児
な
ど
の
健
康
被
害
も
指
摘

さ
れ
て
い
ま
す
。 

党
区
議
団
と
し
て
、
引
き
続
き
調
査
活
動

に
取
り
組
み
ま
す
。 

  

 「健康保険証廃止の中止を求め マイナンバーカード取得の 

強制に反対します」の署名にご協力を！ 
 政府は、2024年秋に健康保険証の廃止方針を打ち出しました。健康保険証が廃止になれば、マイ

ナンバーカードを持たない人は、医療機関での診療が受けられなくなる可能性があり、いのちと健康

が脅かされます。現在、国民皆保険制度の下、だれでも安心して医療が受けられています。 

健康保険証廃止は、事実上のマイナンバーカード取得の強制につながります。 

マイナカードの普及ありきで自治体や健康保険・年金の諸団体にひも付け作業を急がせ、トラブル

が多発した責任が厳しく問われます。 

厚生労働省のアンケート調査でも、マイナ保険証を利用した患者の５６．５％が実感したメリット

は「特になし」と回答しています。大混乱を引き起こし、さらに自治体や各種団体に多大な負担を背

負わせる健康保険証の廃止を止めるべきです。 

法律上は、マイナンバーカードの取得はあくまでも任意であり、強制すべきではありません。国民

も患者も医療機関も望んでいない健康保険証の廃止とマイナンバーカード取得の強制はやめるべき

です。  

（署名用紙をお届けします。連絡先 酒井 ０９０－９３２９－５６７６）       

 

 
7月 4日 南阿佐ヶ谷の朝宣伝 


